
2026年6月29日

学校概要

【学校名等】　法政大学千代田三番町中学校・高等学校　　校長　和仁　達郎

　　　　　　　（現 東京家政学院中学校・高等学校　2027年４月校名変更予定）

【設置者】　　学校法人 東京家政学院　　理事長　吉武　博通

【所在地】　　東京都千代田三番町22番地（「市ヶ谷駅」徒歩8分、「半蔵門駅」徒歩8分、「九段下駅」徒歩10分）

【他設置校】　東京家政学院大学・大学院

2027年4月より法政大学の系列校として校名を変更するとともに、法政大学憲章「自由を生き抜く実践知」を

追究する学びのもとに新しい教育プログラムを展開する学校づくりを進めます。

募集教科

人数

国語科　常勤講師　1名

数学科　常勤講師　1名

理科　　常勤講師　1名

※専任教諭への登用可能性あり

採用予定日 2027年4月1日

応募資格

①大学卒業または大学院修士課程修了（見込みを含む）の者。

②中学校及び高等学校の教科の教員免状取得者（見込みの者を含む）。

③本校の教育理念を理解し、教育活動に熱意をもって取り組む者。

④生徒とともに探究的な学びを深め、新しい学校コミュニティづくりに参画する意欲をもつ者。

⑤心身ともに健康な者。

職務内容

中学校・高等学校生徒を対象とする授業・教科指導、特別活動（クラブ活動・宿泊を伴う行事等を含む）その

他の教育活動、校務分掌

（変更の範囲：法人の定める業務）

勤務場所

法政大学千代田三番町中学校・高等学校（現 東京家政学院中学校・高等学校）

　所在地：〒102-8341 東京都千代田区三番町22番地

（変更の範囲：法人の定める場所。専任教諭に登用された場合、将来的に法政大学付属校への出向等の可能性

があります。）

待遇

【契約期間】

　2027年4月1日～2028年3月31日

　※契約更新の有無

　2028年4月以降について、勤務状況等に基づき判断し、双方の合意により契約を更新する場合（継続

　雇用の上限は3年）、および専任教諭として採用する場合があります。

【就業時間】

　平日 8時15分～16時15分（休憩時間含む）

　土曜日 8時15分～13時15分。

　＊週1回研究日あり。時間外労働あり。

　＊労働基準法の範囲内で時間変更をする可能性があります。

【休日】

　日曜日、国民の祝日、年末年始、創立記念日、その他臨時に定める休日。

【給与】（2026年度実績）

　大卒　　　本俸・調整手当　222,600円（22歳 4年制大学卒業新卒）

　大学院卒　本俸・調整手当　240,200円（24歳 大学院修士課程修了新卒）

　既卒者　　本俸・調整手当　315,000円（30歳）

　住居手当、通勤手当、扶養手当等あり。

　賞与あり。

【加入保険（私学共済）】

　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害保険

2027年度 法政大学千代田三番町中学校・高等学校 常勤講師 募集要項

（現 東京家政学院中学校・高等学校）



応募要領

【提出書類】

　①履歴書・自己紹介書（所定用紙）

　　※履歴書には日中連絡可能な電話番号及びメールアドレスを記入してください。

　②卒業証明書または修了証明書（見込み証明書）

　③成績証明書　大学院修了（見込み）の方は、大学学部及び大学院の証明書

　④教員免許状の写しまたは免許状取得見込証明書

　⑤更新講習修了確認証明書の写し（お持ちの場合）

【提出期限】

　2026年8月28日(金)　必着

【提出先】

　〒102-8341 東京都千代田区三番町22番地

　東京家政学院中学校・高等学校　校長宛

　※封筒に朱書きで 「教員採用書類」 と明記。

　※「簡易書留」「レターパック」等で郵送。

選考要領

【選考方法】

　書類審査・試験・面接・模擬授業による。

【選考日程】

　第1次選考　書類審査

　第2次選考　試験・面接・模擬授業（2026年9月中旬頃予定）

　第3次選考　最終面接（2026年10月上旬頃予定）

　※第2次選考以降の案内は、第1次選考通過者にのみ、個別連絡します。

特記事項

１）本校（東京家政学院中学校・高等学校）は、2027年4月より「法政大学千代田三番町中学校・高等学校」

に校名を変更し、法政大学の系列校として教育活動を進める予定です。

２）本校は現在女子校です。今後適切な時期に、男女共学にすることを検討しています。

３）本校教員としての業務へ従事するに当たっては、令和８年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以

下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認

が必要となります。

　特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に

従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、本校の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がない

ことを求めることとしています。

　このため、予め、採用選考過程において、履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。

【お問合せ先】

東京家政学院中学校・高等学校

中高支援部　採用担当　TEL 03-3262-2256（平日9時～16時、土曜9時～13時）


